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区では、良好な景観の形成を推進するため、景観法の規定による景観形成基準のほかに、

景観形成誘導基準を定めています。 

○ 景観形成基準（景観法第８条第４項第２号に規定される基準） 

  まち並みの景観的な調和を損ねないために守るべき基準 

○ 景観形成誘導基準 

区と、区民や事業者等との協議により、より良い景観形成を誘導するための基準 

本シートに、景観形成誘導基準の各項目をどの程度建築計画に反映させることができた

かについて、自己診断により記入してください。 

 
景観形成誘導基準 ＝           ＋  

 
 

用途地域 市街地特性別の方針 

第１種低層住居専用地域、第１・２種中高層住居専用地域、 
第１・２種住居地域、準住居地域 

☑ 住居系市街地（P3） 

近隣商業地域、商業地域 □ 商業系市街地（P4） 

準工業地域、工業地域、工業専用地域 □ 工業系市街地（P5） 

国道４号、環状七号線、放射１１号線、 
補助１００号線から概ね３０ｍの区域 

□ 沿道系市街地（P6） 

 
 
 

１ 区全域共通の景観形成誘導基準 

区全域共通の景観形成誘導基準 

申請者記入欄 
十分に

反映 

できた 

概ね 

反映 

できた 

やや 

反映 

できた 

（１）敷地全体でのまとまりを大切にする 

① 建築物や外構、緑化、広告物、工作物などを一体的にデザインし、敷地全体のま

とまりに配慮した施設計画、外観とする。 
○   

（２）水辺や公園との一体的な空間の創出を図る 

① 荒川等の水辺や大規模な公園等からの見え方に配慮した配置、外観とする。  ○  

② 公園や街路樹、公共施設の緑とのネットワークに配慮した敷地内緑化、建物緑化

を行う。 
○   

③ 水辺や親水水路に面する場合は、水辺への見通しの確保、オープンスペースの確

保、自然素材の活用、四季を感じさせる緑化、落ち着きのある色彩を使用する等の

配慮を行う。 

   

（３）地域の景観特性に配慮した施設計画とする 

① 地域の歴史や成り立ち、周辺のまち並みの特性を把握し、次の事項などに着目して

施設計画に反映させる。 

ア 地域の歴史等が醸し出す佇まいや趣き 

イ 建物の規模や形態で構成される空間的なスケール感やスカイライン 

ウ 鉄道からの見え方に配慮した屋根の形状や屋上の修景 

○   

ア・イについて 

反映できた 

景景景観観観形形形成成成誘誘誘導導導基基基準準準    自自自己己己診診診断断断シシシーーートトト   

区全域共通の 
景観形成誘導基準 

（P1~2） 

市街地特性別の 
景観形成誘導基準 

（P3~6 のいずれか） 

・反映結果に従い、該当欄に○を記入してください。 
・P1～2 の（3）①②、（4）①、（5）②については、 

反映できた項目の記号ア～ウを記入してください。 
・該当しない項目の記入欄は、斜線をひいてください。 
・やむを得ず反映ができなかった場合は、×を記入し

てください。 
 

住居系市街地の場合の記入例 

一部の準工業地域では住工混在となり、住居
系の配慮も必要な地域があります。この場合は
「住居系市街地」と「工業系市街地」の両方の
自己診断シートに記入してください。 
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区全域共通の景観形成誘導基準 

申請者記入欄 
十分に

反映 

できた 

概ね 

反映 

できた 

やや 

反映 

できた 

② ゾーン別の景観形成の方針に配慮した施設計画とする。 

□ 河川に囲まれた新旧調和の景観ゾーン（千住、新田など、荒川と隅田川に挟まれた地域） 

ア 荒川や隅田川の主な眺望点からの見え方に配慮した、配置、形態・意匠とする。 

イ 外壁位置や色彩などは、隣接地等と協調し、まとまりのあるまち並みの形成に配慮

する。 

 
  

 

□ 豊かな自然や歴史の景観ゾーン 

（江北、興野、本木、伊興、西新井、鹿浜、舎人など、荒川以北で東武伊勢崎線、補助 100 号線以西の地域） 

ア 公園、緑道、農地等による緑のネットワークの形成を考慮し、積極的に敷地内緑化

に努める。 

イ 農地に面する外壁や広告物は、低彩度色とするなど落ち着いた形態・意匠とする。 

   

 

□ 緑とゆとりを創出する景観ゾーン（梅田、中央本町など、環七、綾瀬川、荒川、補助 100 号線に囲まれた地域） 

ア 外壁位置や色彩などは、環境に配慮し、まとまりのあるまち並みの形成に努める。 

イ 庭先や敷地内の緑化の確保に努める。 

   

 

☑ 身近な水と緑の景観ゾーン 

（綾瀬、佐野、保塚町、六町、花畑、保木間、竹の塚など、環七以北で東武伊勢崎線以東及び綾瀬川以東の地域） 

ア 公園、緑道、水路等による緑のネットワークの形成を考慮し、積極的に敷地内緑化

に努める。 

イ 住宅地に面する外壁や広告物は、低彩度色とするなど落ち着いた形態・意匠とする。 

○   

ア・イについて 

反映できた 

（４）地域の景観資源を活かした施設計画とする 

① 「足立まちの風景資産」に位置づけられた景観資源等に隣接する場合は、次に掲げ

る配慮を行い、当該資源を引き立てる。 

ア 緑化による修景を行う。 

イ 景観資源に対して、建築設備や付属施設、屋外広告物等を隣接させない。 

ウ 屋根や庇、外構の設え、外壁の色彩を協調させるなど、呼応するデザインを取り入れる。 

○   

ア・イについて 

反映できた 

② 地域のシンボルとなっている樹木を保全・活用する。 

・ 保存樹などの地域のシンボルとなっている樹木は保全に努め、周辺に空地などを確保する。 
○   

（５）景観形成上、大切な場所で新たな地域の魅力を創出する 

① 主要な道路の交差点や突き当りに位置する敷地、橋詰め等では、誘目性の高い意匠

にならないよう配慮する。 
○   

② 地区の特性や敷地の形状等に応じ、次のような工夫によりまちかどの演出に努める。  

ア シンボルとなる樹木等を植栽する。 

イ オープンスペースや広場を確保する。 

ウ 前面道路の形状に沿った意匠とする。 

  × 

検討したが狭小敷地の

ため反映できなかった 

（６）計画の規模に応じた景観形成を図る（大規模建築物:高さ 45ｍ以上または延べ面積 15,000 ㎡以上の建築物） 

① 建築物の外観は、遠景や中景から見てバランスの取れた形態とし、周辺のまち並み

の持つスケール感との調和に努める。 

 
  

② 屋上緑化や壁面緑化を行うなど、豊かな緑化空間の整備に努める。    

③ 前面道路や周辺のまち並みの特性に応じて、地域に開かれた空地の確保に努める。    

◆ 屋外広告物 

① 道路の交差点付近では、誘目性の高い意匠の掲出は控える。 ○   

② 同一敷地内に複数の屋外広告物を掲出する場合は、大きさの統一や色彩のトーンを

そろえるなど、個々の広告物の形態意匠の協調性に配慮するとともに、全体的なバラ

ンスを意識した配置とする。 

○   

③ 広告物に表示する情報はできるだけ集約し、文字数や使用する色数を少なくするな

ど、コンパクトに掲出する。 
 ○  

④ 住宅地と接する敷地では、住宅地側への過度な屋外広告物の掲出は控える。 ○   

⑤ LED ビジョン、プロジェクションマッピンクﾞ等の光源を使用する場合は､周辺環

境及び安全性に配慮する｡ 
 ○  

該当する地域の景観ゾーンの欄に記入してください。 

https://www.city.adachi.tokyo.jp/toshi/machi/kekan/fukeishisan_sentei.html 

 
≪上記リンクから対象地一覧をご確認ください≫ 
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２ 市街地特性別の景観形成基準 

住居系市街地の景観形成誘導基準 

申請者記入欄 
十分に

反映 

できた 

概ね 

反映 

できた 

やや 

反映 

できた 

形態 

意匠 

① 建築物の規模や形態、壁面の位置や屋根の形状等を周辺と調和させるなど、

周辺の市街地と調和した形態とする。 
○   

② 中高層建築物は、低層部と中高層部で壁面に変化をつけるなど、まち並みの

連続性に配慮した意匠とする。 
   

③ 主要生活道路の沿道では、穏やかな外観や施設計画とするなど、後背の落ち

着きのある住宅地へ配慮する。 
○   

④ 近隣型商店街では、そのスケール感の継承や低層部の壁面の位置等を協調す

るなど、まち並みの連続性に配慮する。 
   

⑤ エントランスはまち並みに対して豊かな表情となるよう工夫を図る。 
 ○  

⑥ 立体駐車場は、建築物と一体となったデザインとしたり、前面や壁面を緑化

するなど、周辺に対して圧迫感を軽減するように工夫する。 
 ○  

⑦ 接道部は生け垣などの緑化を行うとともに、四季を感じる中高木を配植する

など、潤いのある歩行者空間を創出する。 
○   

⑧ 街区公園等のまとまった緑の周辺では、緑の連続性に配慮し、積極的に外周

部の緑化を行う。 
○   

色彩 

⑨ 現況の暖色系の低彩度色を継承し、住宅地にふさわしい暖かさや落ち着きが

感じられ、美観が損なわれにくい色彩とする。 
○   

⑩ 周囲の住宅や外構の緑、囲障等と協調させるなど、まち並みとしての一体感

に配慮した色彩とする。 
○   

屋外 

広告物 

⑪ 原則として、自家用の広告物とし、屋上広告物や独立広告物は設置を控える

とともに、周辺のまち並みから突出する大きさやデザインのものは避ける。 
 ○  

⑫ 地色は、派手な色の使用を避けるとともに、原則として光りを発する広告物

の掲出は控える。 
 ○  

 

 

 

 

 

該当する市街地のページに記入してください。 
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商業系市街地の景観形成誘導基準 

申請者記入欄 
十分に

反映 

できた 

概ね 

反映 

できた 

やや 

反映 

できた 

形態 

意匠 

① 隣接する建築物との壁面や接道面の高さ、軒や日除けテントなどを協調させ

るなど、まち並みの連続性に配慮した形態意匠とする。 
   

② 高層建築物は、高層部を通りから後退させたり、低層部と中高層部で壁面に

変化をつけるなど、まち並みの連続性に配慮した形態意匠とする。 
   

③ 前面道路側に空地やオープンスペースを確保するなど、ゆとりのあるまち並

みの形成を図る。 
   

④ 空地やオープンスペースは、歩道との段差をなくし、素材や仕上げは公共空

間と協調するなど、歩行者の利便性や快適性に配慮する。 
   

⑤ 低層部に商業・業務施設を配置する場合は、ショーウィンドウの設置や開放

的で演出された店先とするなど、明るくにぎわいが感じられる空間を形成す

る。 

   

⑥ プランターの設置やシンボル的な樹木を植えるなど、潤いのある商業地景観

の創出を図る。 
   

⑦ まちかど（交差点に面する部分）では、オープンスペースを配置したり、コ

ーナー性を意識した建築物の意匠とするなど、街かどの演出を図る。 
   

色彩 

⑧ 隣接する建築物等と色相や明度、彩度を協調したり、商店街に共通するテー

マカラーを使用するなど、商業地としての連続性が感じられる色彩とする。 
   

⑨ 低層部を中心ににぎわいを感じさせる色彩を採り入れながらも、基調となる

部分については中・低彩度色を基本とした色彩とする。 
   

⑩ 建築物のアクセントとなる庇や広告物などは、過剰な色彩表現を避け、中間

色を活かしたり、建築物本体と色相をあわせるなど、けばけばしさのないしゃ

れた雰囲気の色彩とする。 

   

屋外 

広告物 

⑪ 隣接する広告物と規模や色彩を協調させるなど、商業地としての連続性に配

慮した規模や意匠とする。 
   

⑫ 地色には、派手な色の使用を控えるとともに、光源を使用する場合は、過度

に点滅するものや必要以上に明るいものは避けるなど、周辺景観に配慮する。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当しない市街地については記入・添付の必要はありません。 
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工業系市街地の景観形成誘導基準 

申請者記入欄 

十分に

反映 

できた 

概ね 

反映 

できた 

やや 

反映 

できた 

形態 

意匠 

① 周辺の建築物の規模や色調を協調させる等、工業地としてのまとまりに配慮

した形態意匠とする。 
   

② 住工混在の地域では、住居系市街地の景観形成基準についても配慮する。 
   

③ 敷地内に複数の施設がある場合は、各施設相互の形態や意匠を調和させ、施

設全体の統一感に配慮した計画とする。 
   

④ 敷地外周の接道部や駐車場、資材置場の周囲は、ブロック塀などの無機質な

素材は避け、生け垣や緑地帯を設けるなど、まち並みの潤いの創出を図る。 
   

⑤ 工業施設の外観は、規模に応じて分節化するなど、親しみやすさに配慮した

外観とする。 
   

⑥ 大規模な施設等は、オープンスペースや緩衝緑地帯の確保、壁面の後退や分

節化等により、圧迫感を軽減させる。 
   

色彩 

⑦ 住宅地や商業地と近接した場所では、現況の明るい低彩度色を活かし、周辺

の市街地に調和した色彩とする。 
   

⑧ 形態や素材の分節とあわせて色彩も使い分け、大規模な建築物の威圧感を軽

減するなど、親しみやすい色彩とする。 
   

屋外 

広告物 

⑨ 原則として、自家用の広告物とし、周辺のまち並みから突出する大きさやデ

ザインのものは避ける。 
   

⑩ 壁面広告物や屋上広告物は、建築物の壁面と同じ色調とするなど、施設全体

のまとまりに配慮する。 
   

 
⑪ 地色は、派手な色の使用を避けるとともに、原則として光りを発する広告物

の掲出は控える。 
   

 

 

 

 

該当しない市街地については記入・添付の必要はありません。 

用途地域は工業系市街地だが、まち並みは住

工混在となっている場所では、「住居系市街

地」「工業系市街地」両方の景観形成誘導基準

チェックシートに記入・提出してください。 
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沿道系市街地の景観形成誘導基準 

申請者記入欄 

十分に

反映 

できた 

概ね 

反映 

できた 

やや 

反映 

できた 

形態 

意匠 

① 隣接地と規模や高さ、配置、壁面の位置を協調させるなど、沿道のまち並み

に調和した形態意匠とする。 
   

② 幹線道路に面した敷地境界線では、低木や生け垣などの配置やシンボルとな

る樹木を植栽するなど、まち並みの潤いの創出を図る。 
   

③ 駐車場は出入口を集約化させるなど、歩行者の安全性に配慮する。 
   

④ 建築設備や付属工作物等は、建築物と一体となった意匠とする。 

 
   

⑤ 主要な交差点付近では、誘目性の高い意匠は避け、オープンスペースを確保

したりアイストップとなるような樹木を植栽するなど、まちかどの演出を図

る。 

   

色彩 

⑥ 落ち着いた中・低彩度色を基本とするとともに、アクセント色等についても

過剰な色彩表現を避け、まち並みの秩序に配慮した色彩とする。 
   

⑦ 交差点や交通標識の周辺では、信号や標識と誤認するような色彩を避け、安

全で快適な沿道の色彩とする。 
   

⑧ 隣接する建築物や広告物と色調をそろえるなど、連続性が感じられる色彩と

する。 
   

 

⑨ コーポレートカラー等の取り決めがある場合でも、周辺の景観に鑑み、彩度

を下げたより穏やかな表現としたり、使用する面積を減らすなど、地域性に配

慮した色彩とする。 

   

屋外 

広告物 

⑩ 突出する大きさやデザイン、過剰な電飾設備のものは避け、沿道のまち並み

との連続性に配慮する。 
   

⑪ 地色には、派手な色の使用を避けるとともに、光源を使用する場合は、過度

に点滅するものや必要以上に明るいものは避けるなど、周辺景観に配慮する。 
   

 

 

 

 

該当しない市街地については記入・添付の必要はありません。 


